
◎組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部

を改正する法律 
（平成一八年六月二一日法律第八六号）   

一、提案理由（平成一八年四月一八日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（杉浦正健君） 委員長の触れられました二法律案につきまして、一括して

その趣旨を御説明申し上げます。 

 現行の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、詐欺、出資法違反

といった、いわゆる財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産

等である犯罪被害財産については、被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を優

先させるため、その没収、追徴を禁止していますが、そうした損害賠償請求権等を十分

に行使することができないような事案においては、結果として、犯人に不法な利益であ

る犯罪収益を保有させかねない事態が生じているところでございます。また、暴力団関

係者らによる組織的なやみ金融事案の犯罪被害財産の一部が外国の銀行に隠匿され、こ

れが当該外国によって没収されるという事案が発生したことから、当該外国からその財

産を譲り受けた上、当該事案の被害者の財産的被害の回復に充てる必要がございます。 

 これらの法律案は、このような状況を踏まえて、犯罪収益の剥奪及びそのような犯罪

の被害者の保護を一層充実させるため、所要の法整備を行おうとするものでございます。 

 まず、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律

案の要点を申し上げます。 

 第一は、現行法上は没収、追徴が禁止されている犯罪被害財産について、犯罪が組織

的に行われた場合や当該犯罪被害財産が隠匿された場合など、被害者による損害賠償請

求権等の行使が困難な場合には、その没収、追徴を可能とした上、その財産等を犯罪被

害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律による被害回復給付金の支給に充て

ることとすることでございます。 

 第二は、外国が没収した財産等の譲与を受けるに際し、いわゆる相互主義の保証を行

うことができるようにするため、外国から要請された裁判の執行の共助により没収した

財産等を、当該要請をした外国に譲与することができるようにすることでございます。 

……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

二、参議院法務委員長報告（平成一八年四月二六日） 

○弘友和夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律

案は、犯罪収益の剥奪及び犯罪被害者の保護を一層充実させるため、財産犯等の犯罪行



為によりその被害を受けた者から得た犯罪被害財産について、一定の場合に没収又はそ

の価額の追徴を可能とした上、没収又は追徴した財産を被害回復給付金の支給に充てる

ための所要の規定等を整備しようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、犯罪被害者対策への取組姿勢、

申請可能な犯罪被害者に対する周知徹底方法、給付資金の一般会計への歳入繰入れの妥

当性、犯罪被害財産に係る国税滞納処分の在り方等について質疑が行われ、また、参考

人から意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、民主党・新緑風会の尾立委員より、組織的犯罪処罰法改正案に対

し、没収保全を国税滞納処分に優先させる等の修正案が、また、被害回復給付金支給法

案に対し、支給開始決定の周知に係る規定を追加する等の修正案が、それぞれ提出され

ました。 

 次いで、順次採決の結果、両修正案はいずれも否決され、両法律案はいずれも全会一

致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年四月二五日） 

 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 両法の趣旨、内容、他の犯罪被害給付手続との相違等について、司法関係者、犯罪

被害者団体等のほか、広く国民にも周知徹底がなされるよう努めること。 

二 本制度が損害賠償請求権の行使が困難な被害者を救済するものであることを踏まえ、

その捜査及び法の適用に当たり、個々の事件やその犯罪被害者の実情を十分勘案した

柔軟かつ的確な運用が行われるよう努めること。 

三 被害回復給付金の申請ができる者に対しては、自己が申請可能であることを十分認

識しうるよう、事案に応じて、積極的に広報活動を行うとともに、犯罪被害者団体等

を通じての情報提供などできる限り法定の公告・通知以外の方法をも活用し、周知徹

底が図られるよう配慮すること。 

四 被害回復給付金の申請者が安心して確実に申請できるよう、その安全の確保につい

ては、遺漏なきを期するとともに、両法の施行後の状況等を勘案し、必要があれば迅

速に適切な措置を講ずること。 

五 被害回復事務管理人については、適任者を確保するための必要な措置を講ずるとと

もに、被害回復事務が公平かつ適正に行われるよう十分配慮すること。 

六 被害回復給付金の申請書に添付する疎明資料に関しては、被害者や被害額の特定の

ために必要である場合にのみ追加提出が行われるものであることを周知徹底し、被害

回復給付金の支給手続が適正に運用されるよう十分配慮すること。 



七 一般会計の歳入に繰り入れる給付資金に関しては、両法の施行後の状況等を勘案し、

これを新たに判明した犯罪被害者等に支給することができる制度や犯罪被害者支援団

体等の経費に充てることができる制度など、犯罪被害者等の支援に直接利用できる方

策について、引き続き検討すること。 

八 被害回復給付金の支給手続が迅速かつ確実になされるよう、検察官に対する研修の

充実等を含め検察庁の人的・物的体制の整備に遺漏なきを期すること。 

九 被害回復給付金の支給対象となる犯罪被害者の範囲の拡大及び犯罪被害財産に係る

国税滞納処分の在り方については、両法の施行後の状況等を勘案し、我が国の民事法

制度等との関連も踏まえつつ、引き続き検討をすること。 

十 犯罪被害者等基本計画に基づき政府において検討が進められている被害者が刑事裁

判に直接関与することのできる制度の導入等について、できるだけ早期に結論を出し、

その結果に従った施策を速やかに実施すること。 

十一 犯罪被害者等への支援については、社会全体の理解と協力が必要不可欠であるこ

とを踏まえ、関係機関と民間団体との連携強化や犯罪被害者等に対する国や地方公共

団体の財政支援の在り方などに関して、諸外国の施策や立法例等も勘案し、必要な施

策の推進に努めること。 

十二 犯罪被害者を含む違法行為により被害を被った者の損害の回復を国等の関与によ

り容易にする制度の導入を含め、新たな被害者救済の仕組みについて、諸外国の立法

例や損害賠償請求に関する諸施策等も勘案し、速やかに所要の検討を行うこと。 

  右決議する。 

三、衆議院法務委員長報告（平成一八年六月一三日） 

○石原伸晃君 ただいま議題となりました両案につきまして、法務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律

案について申し上げます。 

 本案は、財産犯等の被害者から犯人が得た犯罪被害財産の没収、追徴を可能とし、そ

の財産等を被害回復給付金の支給に充てることとしております。 

 また、外国が没収した財産等の譲与を受けることを容易にするため、相互主義の観点

から、外国の要請を受けて、没収した財産等を要請国に譲与することができるようにす

ることとしております。 

……………（略）…………… 

 両案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、七日杉浦法務

大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入りました。九日参考人から意見を聴取し、

質疑を行い、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 



 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月九日） 

 政府は、法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 法の趣旨、内容等について、司法関係者及び犯罪被害者団体を始め、広く国民に周

知徹底するよう努めること。 

二 法整備の目的が損害賠償請求権の行使が困難な被害者を救済することであることを

踏まえ、犯罪被害者の実情を十分勘案した法の運用を行うよう努めること。 

三 対象被害者等が被害回復給付金の申請ができることを十分認識し得るよう、事案に

応じて、犯罪被害者団体等を通じての情報提供等、法定の公告・通知以外の方法も活

用し、支給対象犯罪行為の範囲等について周知徹底を図ること。 

四 被害回復給付金の支給申請期間については、事案の規模や給付資金の額等に応じ、

想定し得る被害者が申請を行うのに十分な期間を定めること。 

五 被害回復給付金の申請者が安心して確実に申請できるよう、十分配慮するとともに、

法の施行後の状況等を勘案し、必要があれば迅速に適切な措置を講ずること。 

六 被害回復事務管理人については、適任者を確保するとともに、被害回復事務が公平

かつ適正に行われるよう十分配慮すること。 

七 被害回復給付金の申請書に添付する疎明資料は、被害者や被害額を特定するための

ものであることを十分に周知し、その趣旨を踏まえて適正な支給手続を行うよう努め

ること。 

八 一般会計の歳入に繰り入れる給付資金に関しては、法の施行後の状況等を勘案し、

これを新たに判明した犯罪被害者等に支給することができる制度、これを犯罪被害者

支援団体等の経費に充てることができる制度等、犯罪被害者等の保護等に直接利用で

きる方策について、引き続き検討すること。 

九 被害回復給付金の支給手続が迅速かつ確実になされるよう、検察官に対する研修の

充実等を含め検察庁の人的・物的体制の整備に努めること。 

十 被害回復給付金の支給対象となる犯罪被害者の範囲の拡大及び犯罪被害財産に係る

国税滞納処分の在り方については、法の施行後の状況等を勘案し、我が国の民事法制

等との関連も踏まえつつ、引き続き検討をすること。 

十一 犯罪被害者等基本計画に基づき政府において検討が進められている被害者が刑事

裁判に直接関与することのできる制度の導入等について、できるだけ早期に結論を出

し、その結論に従った施策を速やかに実施すること。 

十二 犯罪被害者等への支援については、社会全体の理解と協力が必要不可欠であるこ

とを踏まえ、関係機関と民間団体との連携強化や犯罪被害者等に対する国や地方公共

団体の財政支援の在り方等に関して、諸外国の施策や立法例等も勘案し、必要な施策

の推進に努めること。 

十三 犯罪被害者を含む違法行為により被害を被った者の損害の回復を国等の関与によ



り容易にする制度の導入を含め、新たな被害者救済の仕組みについて、諸外国の立法

例や損害賠償請求に関する諸施策等も勘案し、速やかに所要の検討を行うこと。 


